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1 R6.5.29 R6.6.4

林道等維持管理工事（単価契約）
（１）種別内訳書（統括書）
（２）種別内訳書（諸経費計算含む。）
（３）代価明細表

172 1
総務局八丈支
庁産業課

2 R6.5.24 R6.6.7

１ 期日経過記録（令和元年７月２４日）
２ 期日経過記録（令和元年１０月２日）
３ 期日経過記録（令和元年１２月１１日）
４ 期日経過記録（令和２年２月２６日）
５ 期日経過記録（令和２年１０月１４日）
６ 期日経過記録（令和２年１２月９日）
７ 期日経過記録（令和３年３月３日）
８ 期日経過記録（令和３年６月１１日）
９ 期日経過記録（令和３年９月３日）
１０ 期日経過記録（令和３年１１月５日）
１１ 期日経過記録（令和４年１月２１日）
１２ 期日経過記録（令和４年３月２９日）
１３ 期日経過記録（令和４年６月１０日）
１４ 期日経過記録（令和４年９月７日）
１５ 期日経過記録（令和４年１２月１９日）
１６ 期日経過記録（令和５年２月１０日）
１７ 期日経過記録（令和５年４月１７日）
１８ 期日経過記録（令和５年７月１４日）
１９ 期日経過記録（令和５年９月１日）
２０ 期日経過記録（令和５年９月８日）
２１ 期日経過記録（令和５年１２月１５日）

54 1 1 1

(条例第7条第6号)
公にすることにより東京都の適切な訴訟活動に
支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第7条第2号)
特定の個人を識別することができるもの又は特
定の個人を識別することができないが権利利益
を侵害するものであるため

総務局総務部
法務課

3 R6.5.30 R6.6.10
令和５年４月19日付５総防対第28号
令和６年度東京都総合防災訓練の合同実施について（依頼）

1 1
総務局総合防
災部防災戦略
課

4 R6.5.30 R6.6.10 東京都・板橋区合同防災訓練の依頼文及び回答分のうち、回答分 1
開示請求日時点で作成及び取得しておらず、存
在しないため

総務局総合防
災部防災戦略
課

5 R6.4.15 R6.6.14
令和６年３月６日付「控訴の提起等について（照会）」に係る起案文書及び施行文書一式並
びに令和６年４月８日付「控訴の提起について」に係る起案文書及び施行文書一式

16 1 1 1

(条例第7条第2号)
特定の個人を識別することができるため
(条例第7条第6号)
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
ため

総務局総務部
法務課

6 R6.6.8 R6.6.18

法令優先順位。東京都ファミリー。法令に違反してまでも家族を守るファミリー思想。
極端に言えば、マフィア組織のファミリーのように。
都知事から職員への指示は、ファミリーの指示であるから、国内法令より優先しなければな
らないことを定めたもの。
または、都知事から職員への指示は、国内法令を遵守した上で、実行しなければならないこ
とを定めたもの。

1
実施機関では作成及び取得しておらず、存在し
ないため

総務局人事部
人事課

7 R6.6.8 R6.6.18
警察官が法令違反として取り扱わない場合は、職員は懲戒　処分を逃れることができるとす
る内容。

1
実施機関では作成及び取得しておらず、存在し
ないため

総務局人事部
人事課

8 R6.6.9 R6.6.18
東京都職員服務規程第十五条で定められた「職務の遂行に関し事故が発生したときの報告」
で、使用する報告フォーマット、報告の具体的手順など、運用方法について。
当該専用がなければ、東京都汎用報告フォーマット、および、報告手順。

1
実施機関では作成及び取得しておらず、存在し
ないため

総務局人事部
人事課

9 R6.6.9 R6.6.18
日本国人事院発行の「義務違反防止ハンドブック－服務規律の保持のために－」に相当する
内容の東京都版（地方公務員用）。

1
実施機関では作成及び取得しておらず、存在し
ないため

総務局人事部
人事課

10 R6.6.7 R6.6.21

１ 期日経過記録（平成２８年６月３０日）
２ 期日経過記録（平成２８年９月１５日）
３ 期日経過記録（平成２８年１１月１０日）
４ 期日経過記録（平成２９年２月１７日）
５ 期日経過記録（平成２９年４月１４日）
６ 期日経過記録（平成２９年７月７日）
７ 期日経過記録（平成２９年１０月２７日）
８ 期日経過記録（平成３０年１月１７日）
９ 期日経過記録（平成３０年２月２１日）
１０ 期日経過記録（平成３０年１０月２４日）

20 1 1 1

(条例第7条第6号)
公にすることにより東京都の適切な訴訟活動に
支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第7条第2号)
特定の個人を識別することができるもの又は特
定の個人を識別することができないが権利利益
を侵害するものであるため

総務局総務部
法務課

11 R6.6.13 R6.6.25
平成19年3月1日に都が締結した、社団法人日本アマチュア無線連盟との協定にかかる決裁文
書

2 1
総務局総合防
災部防災通信
課
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12 R6.6.13 R6.6.25
平成19年3月1日に都が締結した、社団法人日本アマチュア無線連盟との協定にかかる協議記
録

1
実施機関では作成及び取得しておらず、存在し
ないため

総務局総合防
災部防災通信
課

13 R6.5.8 R6.6.28

(1)令和３年度人権啓発活動地方委託事業における講演等謝金支払基準
(2)令和４年度人権啓発活動地方委託事業における講演等謝金支払基準
(3)令和５年度人権啓発活動地方委託事業における講演等謝金支払基準
(4)仕様書（人権週間に係る啓発動画等の作成委託）
(5)仕様書（人権啓発動画（著名人インタビュー動画）の制作委託
(6)仕様書（令和４年度人権ユニバーサル事業の運営業務委託）
(7)仕様書（令和５年度人権ユニバーサル事業の運営業務委託）
(8)仕様書（ヒューマンライツ・フェスタ東京2021運営等業務委託）
(9)仕様書（ヒューマンライツ・フェスタ東京2022運営等業務委託）
(10)仕様書（ヒューマンライツ・フェスタ東京2023運営等業務委託）

119 1
総務局人権部
人権施策推進
課

14 R6.5.8 R6.6.28

(1)令和３年度人権啓発活動地方委託事業実施計画の策定及び実施に当たっての留意事項
(2)令和４年度人権啓発活動地方委託事業実施計画の策定及び実施に当たっての留意事項
(3)令和５年度人権啓発活動地方委託事業実施計画の策定及び実施に当たっての留意事項
(4)請求書（人権週間に係る啓発動画等の作成委託）
(5)請求書（人権啓発動画（著名人インタビュー動画）の制作委託）
(6)請求書（令和４年度人権ユニバーサル事業の運営業務委託）
(7)請求書（令和５年度人権ユニバーサル事業の運営業務委託）
(8)請求書（ヒューマンライツ・フェスタ東京2021運営等業務委託）
(9)請求書（ヒューマンライツ・フェスタ東京2022運営等業務委託）
(10)請求書（ヒューマンライツ・フェスタ東京2023運営等業務委託）

42 1 1 1 1 1

(条例第7条第2号)
特定の個人を識別することができるため
(条例第7条第3号)
法人等に係る情報で、公にすることにより法人
等の事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため
(条例第7条第3号)
法人等に係る情報で、公にすることにより法人
等の事業に多大な影響を及ぼすおそれがあると
認められるため
(条例第7条第4号)
印影の偽造等による犯罪の予防等に支障をきた
すおそれがあるため
(条例第7条第6号)
法人等が任意に提供した情報であり、公にする
ことにより今後の契約に際し、予定価格及び契
約目途額が類推され、契約事務における公正性
及び競争性の確保に支障を及ぼすおそれがある
ため

総務局人権部
人権施策推進
課

15 R6.5.8 R6.6.28

・法務省人権啓発地方委託事業に関することで、法務省と東京都との間で取り交わしている
契約書に類する公文書。
・直近年度のもので、都税予算から支出する東京都主催の人権啓発講演や人権啓発動画等に
出演する出演者への謝金支払基準の上限を示した公文書の類。

1
実施機関では作成及び取得しておらず、存在し
ないため

総務局人権部
人権施策推進
課

16 R6.5.8 R6.6.28
法務省人権啓発地方委託事業と都税予算から支出される人権啓発関連の事業の各出演者の氏
名が特定できる書類。

条例第18条第2項により、インターネットによ
り公表を行っている情報と同一の情報が記載さ
れているため、開示請求の対象とはならない。

総務局人権部
人権施策推進
課


